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   高岡市上下水道局業務委託低入札価格調査制度要領 

 

平成26年４月１日 

 

１ 趣旨 

  この要領は、業務委託における低入札価格調査（地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第167条の10第１項又は第167条の10の２第２項(同令第167条の13

においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者によ

り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、そ

の者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者

のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる場合にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについ

て調査する制度をいう。）の手続について定めるものとする。 

 

２ 対象となる入札 

  設計金額が200万円以上の建設コンサルタント業務等（業務の種類が測量、建築

関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償関係

コンサルタントであるものをいう。以下「建設コンサルタント業務等」という。）

の入札を対象とする。 

 

３ 調査基準価格 

 (１) 適用業務の入札に当たり予定価格設定者は、予定価格のほか、相手方とな

るべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格（以下「調査基準

価格」という。）を定め、予定価格調査書にその価格を記載する。 

 (２) 調査基準価格は、次表の適用業務欄に掲げる種類ごとに、同表の算出基礎

の欄に掲げる予定価格の算出の基礎となった額の合計額とする。ただし、そ

の額が予定価格に同表に掲げる上限の欄に掲げる割合を乗じて得た額を超

える場合にあっては、予定価格に上限の割合を乗じて得た額とし、その額が

予定価格に同表に掲げる下限の欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない

場合にあっては、予定価格に下限の割合を乗じて得た額とする。 
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 適用業務 算出基礎 上限 下限 

建設コンサル

タント業務等 

測量業務 

（ア） 直接測量費の額 

（イ） 測量調査費の額 

（ウ） 諸経費の額に 10分の

5.0を乗じて得た額  

10 分 の

8.2 

10 分 の

６ 

建 築 コ ン

サ ル タ ン

ト業務 

（ア） 直接人件費の額 

（イ） 特別経費の額 

（ウ） 技術料等経費の額に10

分の６を乗じて得た額 

（エ） 諸経費の額に10分の６

を乗じて得た額 

10 分 の

8.1 

10 分 の

６ 

土 木 コ ン

サ ル タ ン

ト業務 

（ア） 直接人件費の額 

（イ） 直接経費の額 

（ウ） その他原価の額に10分

の９を乗じて得た額 

（エ） 一般管理費等の額に10

分の5.0を乗じて得た

額 

10 分 の

8.1 

10 分 の

６ 

地 質 調 査

業務 

（ア） 直接調査費の額 

（イ） 間接調査費の額に10分

の９を乗じて得た額 

（ウ） 解析等調査業務費の額

に10分の８を乗じて得

た額 

（エ） 諸経費の額に 10分の

5.0を乗じて得た額 

10 分 の

8.5 

３ 分 の

２ 

補 償 関 係

コ ン サ ル

タ ン ト 業

務 

（ア） 直接人件費の額 

（イ） 直接経費の額 

（ウ） その他原価の額に10分

の９を乗じて得た額 

（エ） 一般管理費等の額に10

分の5.0を乗じて得た

額 

10 分 の

8.1 

10 分 の

６ 

 

４ 入札参加者への周知 

  適用業務の指名通知書に調査基準価格を設けたことを明記する。 

 

５ 失格基準価格 

(１) 予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格に満たない価格をもって

入札をした者（以下「失格基準価格算定対象者」という。）がある場合は、

失格基準価格算定対象者（失格基準価格算定対象者が３者に満たない場合

は、入札参加者のうち、入札価格が低い者から順に３者）の入札価格を平均

した額に10分の９を乗じて得た額（１円未満切捨て）を失格基準価格として

設定する。 
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(２) 失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が失格基準価格に満たない

者は、失格とする。ただし、当該者の入札価格が、予定価格の算定の基礎

となった次の表の左欄に掲げる費用に同表の右欄に掲げる割合を乗じて

得た額の合計額（(3)において「合計額」という。）以上となる場合は、こ

の限りでない。 

 適用業務 算出基礎 

建設コンサル

タント業務等 

測量業務 

（ア） 直接測量費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（イ） 測量調査費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（ウ） 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額  

建築コンサ

ルタント業

務 

（ア） 直接人件費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（イ） 特別経費の額に10分の8.5を乗じて得た額 

（ウ） 技術料等経費の額に10分の６を乗じて得

た額 

（エ） 諸経費の額に10分の６を乗じて得た額 

土木コンサ

ルタント業

務 

（ア） 直接人件費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（イ） 直接経費の額に10分の8.5を乗じて得た額 

（ウ） その他原価の額に10分の９を乗じて得た

額 

（エ） 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得

た額 

地質調査業

務 

（ア） 直接調査費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（イ） 間接調査費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（ウ） 解析等調査業務費の額に10分の８を乗じ

て得た額 

（エ） 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 

補償関係コ

ンサルタン

ト業務 

（ア） 直接人件費の額に10分の8.5を乗じて得た

額 

（イ） 直接経費の額に10分の8.5を乗じて得た額 

（ウ） その他原価の額に10分の９を乗じて得た

額 

（エ） 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得

た額 

 

(３) (２)の規定にかかわらず、(１)に規定する入札価格を平均した額を算定で

きない場合においては、失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が合計額に

満たない者は、失格とする。 

 

６ 落札者の決定等 
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(１) 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札

が行われた場合には、最低の価格をもって入札した者を落札者又は落札候補者

とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者

に対し、落札者又は落札候補者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げ

て入札を終了する。 

(２) １者が業務委託の低入札価格調査の対象者であった場合で、当該調査が終

了する前にその者が参加している別業務委託の開札日が到来した場合には、

その別業務委託の開札結果の決定は当該調査が終了するまで一旦保留する。 

(３) (２)の低入札価格調査の結果、当該調査対象者が落札者となった場合にお

いては、別業務委託におけるその者の入札は当該調査対象業務の完成検査前

に行った入札とみなし、無効とする。 

(４) (３)の場合、別業務委託における落札者もしくは低入札価格調査対象者と

なる者は、最初に低入札価格調査を行った業務委託の調査対象者以外の最低

価格応札者とする。 

(５) １者が２以上の案件において調査基準価格を下回る入札をした場合は、予

定価格の高いものから調査を行うこととする。 

 

７ 調査の実施 

 (１) 調査担当者は、次に掲げる者とする。 

    設計担当課長及び契約担当課長 

 (２) 調査方法 

    調査担当者は、調査基準価格を下回った価格で入札した者のうち、最低の

価格をもって入札をした者（以下「最低価格入札者」という。）が落札者と

された場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが

あるかどうかを具体的に判断するため、（３）に定める項目について、最低

価格入札者から事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行い、その結

果及び意見を記載した低入札価格調査書（様式第１号）を作成する。 

 (３) 調査項目 

  ア 当該価格により入札した理由（必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書

を徴する。） 

  イ 配置予定技術者及び労務者の供給見通し 

  ウ 手持ち業務の状況 
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  エ 過去の業務実績等 

  オ 経営状況 

  カ アからオまでに掲げるもののほか、必要な事項 

 

８ 低入札価格審査会の審査及び意見の表示 

 (１) 契約担当課長は、様式第２号により低入札調査結果を、11に定める低入札

価格審査会に提出し、その意見を求めるものとする。 

 (２) 低入札価格審査会は、契約担当課長から意見を求められたときは、必要な

審査をし、様式第３号により意見を表示するものとする。 

 

９ 低入札価格審査会の意見に基づく落札者の決定 

 (１) 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入

札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めた

ときは、最低価格入札者を落札者とする。 

 (２) 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入

札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、最低価格入札

者の次に低い価格をもって入札をした者（以下「次順位者」という。)を落

札者とする。 

 (３)  (２)に規定する場合において、次順位者が調査基準価格に満たない価格を

もって入札をした者であるときは、７及び８並びに(１)の規定による手続

((４)において「落札者決定手続」という。)を経て、落札者とするかどうか

を決定するものとする。 

(４) (３)の規定による落札者決定手続を経た結果、次順位者の入札価格によっ

ては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき

は、次順位者の次に低い価格をもって入札をした者(調査基準価格に満たさ

ない価格をもって入札をした者に限る。)から順に、落札者決定手続を経て、

落札者を決定するものとする。 

10 入札者への通知 

 (１) 契約担当課長は、９の（１）により最低価格入札者を落札者と決定したと

きは、直ちに最低価格入札者に対し様式第４号により落札した旨を知らせる

とともに、他の入札者全員に対し様式第５号によりその旨を知らせるものと
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する。 

 (２) 契約担当課長は、９の（２）から（４）により次順位者を落札者と決定し

たときは、直ちに最低価格入札者に対し様式第６号により落札者としない旨

を、次順位者に対して、様式第７号により落札者となった旨を通知するとと

もに、その他の入札者全員に対して様式第５号により次順位が落札者となっ

た旨を知らせるものとする。 

 

11 低入札価格審査会の設置 

  ８の（２）に定める審査を行うため、低入札価格審査会を設置するものとし、

その構成員は、次のとおりとする。 

(１) 上下水道局長（会長） 

(２) 設計担当課長 

 (３) 当該業務担当課長 

 (４) 契約担当課長（会長職務代理者） 

 

12 受注の制限 

  調査基準価格を下回る価格で建設コンサルタント業務等を落札した者は、当該

業務委託の完了検査通知日以降でなければ、高岡市及び高岡市上下水道局が発注

する全ての建設コンサルタント業務等の入札に参加することはできない。 

 

13 調査内容の履行の確認 

契約担当課長は、７で規定する調査の結果が履行されているかどうかを確認す

るため、調査基準価格を下回る価格で落札した者に報告を求めることができる。 

 

附 則 

 この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成28年５月１日から施行し、同日以降に指名の通知を行う業務委

託に係る入札から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成29年４月１日から施行し、同日以降に指名の通知を行う業務委

託に係る入札から適用する。 
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附 則 

 この要領は、令和元年10月１日から施行し、同日以降に指名の通知を行う業務委

託に係る入札から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和６年８月１日から施行し、同日以降に指名の通知を行う業務委

託に係る入札から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和７年10月１日から施行し、同日以降に指名の通知を行う業務委

託に係る入札から適用する。 

附 則 

この要領は、令和７年10月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 
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様式第1号 

低 入 札 価 格 調 査 書 

 

調査担当責任者              

調査書作成年月日      年  月  日 

 

案件番号  業務種別  

業 務 名  

業務場所  

業務概要   

最低価格入札者   

最低入札価格   入札日   

調査基準価格   予定価格   

調

査

事

項 

ア その価格により入札した理由 

イ 配置予定技術者及び労務者の供給見通し 

ウ 手持ち業務の状況 

エ 過去の業務成績等 

オ 経営状況 

カ その他 

 (所見) 

(注) 調査担当責任者は、適用業務の業務担当課長とする。 
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様式第2号 

年  月  日 

 

    低入札価格審査会長 

  上下水道局長     様 

 

 

総務課長          

 

低入札価格の調査について 

 

 このことについて、別添のとおり資料を提出するので、当該低入札価格について審査し、

    年  月  日( )までに書面により意見を表示願います。 
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様式第3号 

 

低入札価格の調査結果について 

 

低入札価格審査会長        

上下水道局長        

 このことについては、下記のとおりです。 

 

記 

 

審査日      年  月  日  

案件番号   業務種別   

業 務 名   

業務場所   

最低価格入札者   

最低入札価格   入札日   

調査基準価格   予定価格   

(意 見) 

(審査結果) 

(注) 審査結果欄には、「当該最低入札価格は妥当である。」又は「当該最低入札価格は妥

当でない。」と記載する。 
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様式第4号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

高岡市上下水道事業管理者 

 

 

入 札 結 果 通 知 書 

 

     年  月  日競争入札に付した次の業務について、落札者の決定を保留して

いましたが、貴社の入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうか

を調査した結果、妥当と認め、貴社を落札者とすることに決定しましたので通知します。 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 業務名 

 

 

3 業務場所    高岡市       地内 
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様式第5号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

高岡市上下水道事業管理者  

 

 

低入札価格の調査結果について 

 

     年  月  日   競争入札に付した次の業務について、落札者の決定を保

留していましたが、      を落札者とすることに決定しましたので通知します。 

 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 業務名 

 

 

3 業務場所    高岡市       地内 
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様式第6号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

入 札 結 果 通 知 書 

 

 

高岡市上下水道事業管理者  

 

 

     年  月  日   競争入札に付した次の業務について、落札者の決定を保 

 

留していましたが、調査の結果、貴社の入札価格では当該業務が契約の内容に適合した履 

 

行がなされないと認め、貴社を落札者としないことに決定しましたので通知します。なお、 

 

次順位者の      を落札者にしましたのでお知らせします。 

 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 業務名 

 

 

3 業務場所    高岡市       地内 
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様式第7号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

高岡市上下水道事業管理者  

 

 

入 札 結 果 通 知 書 

 

     年  月  日   競争入札に付した次の業務について、落札者の決定を保

留していましたが、調査の結果、調査基準価格を下回る最低入札価格においては、契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め、次順位者である貴社を落札者とす

ることに決定しましたので通知します。 

 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 業務名 

 

 

3 業務場所    高岡市       地内 


